
◆備蓄品（発災直後から数日間生活するための備蓄）

◆非常持ち出し袋（避難する際にすぐに持っていける袋）
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警戒レベル 避難情報など 取るべき行動

５ 緊急安全
確保

災害が発生・切迫している。命を守るための
最善の行動を取る。

4 避難指示
速やかに避難する。避難施設までの移動が危
険または困難な場合は、建物の ２階以上など
より安全な場所に避難する。

3 高齢者等
避難

避難に時間を要する方（高齢者、体の不自由
な方）とその支援者は避難する。その他の人
は、避難の準備をする。

2 大雨・洪水・
高潮注意報

気象情報に注意するとともに、避難行動を確
認しておく。

1 早期注意情報 今後の気象情報に注意する。
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令和 3年 5月に避難情報のガイドラインが改定されました。警戒レベル
と取るべき行動を確認しておきましょう。

※�警戒レベル 5は、すでに安全な避難ができず命が危険な状況です。警戒
レベル 5「緊急安全確保」の発令を待たずに避難しましょう。

ローリングストック法とは、
日常の生活で期限が近いものか
ら消費し、消費した分を買い足
していく備蓄法です。災害時は
冷蔵庫の中で傷みやすいものや
賞味期限が近いものから食べ
て、その後はレトルト食品や保
存食を食べます。

市では、令和 3年 3月に同マップを全戸配布しました。災害の恐
れのある場所や避難経路、緊急時の避難場所などを確認しましょう。
○�配布場所　市役所 3階危機管理課（市ホームページからダウンロ
ード可）
また、その他の情報収集については ２ 面「災害に備えた情報収集」
をご覧ください。

自宅が洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある

自分または一緒に避難する人の避難
に時間がかかる

安全な場所に住む親戚や知人がいる
高齢者等避難（警
戒レベル3）が発
令されたら、安
全な場所に住む
親戚や知人宅に
避難しましょう
（事前に相談しま
しょう）

避難指示（警戒レベル
4）が発令されたら、
安全な場所に住む親戚
や知人宅に避難しまし
ょう（事前に相談しま
しょう）

避難指示（警戒レベル
4）が発令されたら、
市が開設する指定緊急
避難場所または安全な
区域、建物の2階以上
に避難しましょう

高齢者等避難（警
戒レベル3）が発
令されたら、市
が開設する指定
緊急避難場所ま
たは安全な区域、
建物の2階以上に
避難しましょう

原則、避難の必要はありません。ただし、周りと
比べて低い土地や崖のそばに住む方は、市の避難
情報を参考に必要に応じて行動してください

・�洪水により家屋が倒壊してしまう恐れの高い区
域の外側である
・�建物が浸水する深さより高いところにある
・�土砂災害の恐れがあっても、上層階にとどまり
安全を確保できる
・�浸水した場合などに、水が引くまでの間、水や
食糧などの備えが十分にある
上記の場合はとどまって避難することも可
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安全な場所に住む親戚や知人がいる

□現金
□保険証などのコピー
□モバイルバッテリー
□�ヘッドライト・LED
ライト
□常備薬
□防寒着・カイロ
□雨具
□下着・靴下

□�衛生用品（歯ブラシ・生理用品）
□携帯食・飲料水
□�マスク・消毒液・体温計（感染
症対策）

□�家族に必要なもの（おむつ、ミ
ルク用品、母子健康手帳、アレ
ルギーカードなど）

□内履き・靴入れ袋・ごみ袋

□食料（ 1人当たり 3食× ７日）
□カセットこんろ・ボンベ
□ポリ袋・ラップ
□�飲料水（ 1人当たり 3リットル
× ７日）

□使い捨て食器
□乾電池
□災害時用トイレ
□トイレットペーパー

災害に備えた備蓄と持ち出し袋

ローリングストック法

災害に備えた情報収集～防災ハザードマップ～

風水害時の避難情報

風水害時の避難行動フロー

買い足す

蓄える

食べる・使う
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【座間市のお知らせ】
令和3年
（2021年） 8.15

No.1129広報

希望者への「広報ざま」の戸別配布を実施中
※新聞を購読されている方には、新聞に折り込まれます。

◯新規のお申し込み　申込専用電話　☎046（252）8684（市政戦略課）
◯届かない場合　（株）神奈川新聞総合サービス　 0120（111）429（無料）

座間市LINE公式
アカウント
� 登録はこちらから▶︎

感染症の影響により、本紙掲載の行事の開催、施設の利用については、市ホームページをご覧になるか、担当または問い合わせ先へお問い合わせください。

◆令和3年（2021年）8月15日発行
◆座間市市長室市政戦略課編集

座間市マスコットキャラクター「ざまりん」
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目　次
●災害に備えた情報収集（2面）
●みんなの健康（3面）
●「子どもの人権110番」強化週間に電話相談受付（4面）
●こころの育児サロン　心をかよわせる（5面）
●消防団員を募集（6面）
●ざまインフォメーション（7面）
●みんなの居場所「ここから」ここからサロン（8面）

市 の 人 口●132,201人（＋87人）
市の世帯数●60,585世帯（＋86世帯）
令和3年7月1日現在（　）は6月との増減
※人口と世帯数は8月1日号から令和2年国勢調査速報値を基に掲載します。


